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お知らせ掲示板

や
ま
が
た
縁
結
び
た
い
に
よ
る

結
婚
相
談
会
の
開
催

▼
日　
時　
５
月
21
日
（
土
）

▼
時　
間　
午
後
１
時
〜
５
時

▼
場　
所　
や
ま
が
た
ハ
ッ
ピ
ー
サ
ポ
ー
ト

　
　
　
　
　
セ
ン
タ
ー
最
上
支
所（
新
庄
駅
前
）

▼
対　
象　
結
婚
を
希
望
す
る
方
、
そ
の
家
族

▼
内　
容　
婚
活
の
仕
方
、
お
見
合
い
相
手
の

紹
介
な
ど
の
個
別
相
談

▼
相
談
料　
無
料

▼
申　
込　
５
月
19
日
（
木
）
ま
で

問　
や
ま
が
た
ハ
ッ
ピ
ー
サ
ポ
ー
ト
セ
ン
タ
ー

　
　
☎
０
２
３

－

６
８
７

－

１
９
７
２

自
動
車
税
を
納
税
し
ま
し
ょ
う

自
動
車
税
の
納
付
期
限
は
５
月
31
日
（
火
）
で

す
。
お
近
く
の
金
融
機
関
・
郵
便
局
・
最
上
総

合
支
庁
税
務
担
当
課
・
コ
ン
ビ
ニ
エ
ン
ス
ス
ト

ア
の
ほ
か
、
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
を
利
用
し
て
ク

レ
ジ
ッ
ト
カ
ー
ド
で
も
納
め
る
こ
と
が
で
き
ま

す
。
皆
さ
ん
忘
れ
ず
に
納
め
ま
し
ょ
う
。

問　
最
上
総
合
支
庁 

税
務
課

　
　
☎
29

－

１
２
２
９

危
険
物
取
扱
者
試
験
準
備

講
習
会
の
開
催
に
つ
い
て

▼
日　
時　
丙　
種:

５
月
30
日
（
月
）

　
　
　
　
　
乙
４
類:

５
月
26
日
（
木
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
〜
27
日
（
金
）

▼
会　
場　
新
庄
市
民
プ
ラ
ザ

▼
対　
象　
危
険
物
取
扱
者
試
験
を
受
験
す
る

た
め
、
受
講
を
希
望
す
る
方

▼
受　
付　
　
５
月
10
日
（
火
）
ま
で

▼
試
験
日
程　
６
月
25
日
（
土
）
午
前
中

問　
最
上
広
域
市
町
村
圏
事
務
組
合
消
防
本
部

　
　
☎
25

－

８
７
７
６

危
険
物
取
扱
者
保
安
講
習
会
の

開
催
に
つ
い
て

危
険
物
取
扱
者
免
状
を
所
持
し
、
危
険
物
取
扱

業
務
に
従
事
す
る
方
は
、
３
年
に
１
度
の
受
講

が
必
要
で
す
。

▼
日　
時　
９
月
８
日
（
木
）
一
般
講
習

　
　
　
　
　
９
月
９
日
（
金
）
給
油
取
扱
所
講
習

▼
対　
象　
令
和
元
年
に
保
安
講
習
を
受
け
た

方
、
新
た
に
危
険
物
取
扱
作
業
に

受
持
し
て
１
年
以
内
の
方

▼
会　
場　
新
庄
会
場　
最
上
総
合
支
庁

▼
受　
付　
６
月
20
日（
月
）〜
７
月
15
日（
金
）

問　
最
上
広
域
市
町
村
圏
事
務
組
合
消
防
本
部

　
　
☎
25

－

８
７
７
６

一
般
曹
候
補
生
の
募
集
に
つ
い
て

▼
対　
象　
日
本
国
籍
を
有
す
る
18
歳
以
上

　
　
　
　
　
33
歳
未
満
の
方

▼
申　
込　
５
月
10
日
（
火
）
ま
で

▼
試　
験　
筆
記
試
験
・
口
述
試
験
・
身
体
検
査

▼
入　
隊　
令
和
５
年
３
月
下
旬
〜
４
月
上
旬

問　
自
衛
隊
新
庄
地
域
事
務
所

　
　
☎
22

－

５
０
５
７

若
者
社
会
参
加
支
援

巡
回
相
談
の
お
知
ら
せ

▼
相
談
日　
５
月
19
日
（
木
）

▼
時　
間　
午
前
９
時
30
分
〜
11
時
30
分

▼
場　
所　
金
山
町
中
央
公
民
館　

▼
相
談
料　
無
料

問　
最
上
広
域
青
少
年
指
導
セ
ン
タ
ー

　
　
☎
22

－

２
１
１
１

神
室
ダ
ム
サ
イ
レ
ン
吹
聴

神
室
ダ
ム
の
管
理
演
習
を
行
い
ま
す
。
金
山
川

沿
い
の
各
警
報
局
に
お
い
て
サ
イ
レ
ン
を
数
回

鳴
ら
し
ま
す
の
で
、
火
災
な
ど
と
間
違
わ
れ
ま

せ
ん
よ
う
ご
理
解
く
だ
さ
い
。

※
気
象
状
況
に
よ
っ
て
中
止
す
る
場
合
も
あ
り

ま
す
。
ご
了
承
く
だ
さ
い
。

▼
日　
時　
５
月
12
日
（
木
）〜
13
日
（
金
）

　
　
　
　
　
９
時
〜
17
時

問　
最
上
総
合
支
庁　
河
川
砂
防
課

　
　
☎
29

－

１
４
１
３

献
血
に
ご
協
力
を
お
願
い
し
ま
す

▼
日　
時　
５
月
25
日
（
水
）

　
　
　
　
　
９
時
30
分
〜
15
時
30
分

▼
場　
所　
金
山
町
役
場

▼
持
ち
物　
献
血
手
帳
・
献
血
カ
ー
ド
な
ど

※
初
め
て
の
方
は
、本
人
確
認
で
き
る
も
の（
保

険
証
や
免
許
証
）
が
必
要
で
す
。

問　
役
場
健
康
福
祉
課　
健
康
係

　
　
☎
52

－

２
１
１
１
（
内
線
２
６
７
）

介
護
福
祉
士
修
学
資
金
の
ご
案
内

介
護
福
祉
士
養
成
施
設
に
在
学
し
、
介
護
福
祉

士
の
資
格
取
得
を
目
指
す
学
生
に
対
し
、
修
学

資
金
を
貸
し
付
け
し
ま
す
。

▼
貸
付
額　
月
額
５
万
円
以
内
（
年
60
万
円
）

▼
貸
付
期
間　
介
護
福
祉
士
養
成
施
設
に
在
学

し
て
い
る
期
間

▼
返
還
免
除　
養
成
施
設
を
卒
業
し
た
日
か
ら

１
年
以
内
に
介
護
福
祉
士
の
登

録
を
行
い
、
山
形
県
内
で
介
護

等
に
業
務
に
５
年
間
従
事
し
た

場
合
は
全
額
返
還
免
除

▼
募
集
人
数　
30
名
程
度

▼
申
請
期
限　
５
月
20
日
（
金
）

問　
山
形
県
社
会
福
祉
協
議
会　

　
　
山
形
県
福
祉
人
材
セ
ン
タ
ー

　
　
☎
０
２
３

－

６
３
３

－

７
７
３
９

５月31日（火）まで
忘れずに納付しましょう。

◆軽自動車税（種別割）
◆固定資産税　第１期

今月の納期

●お家のブロック塀は安全ですか？
ブロック塀等の倒壊による人身事故や避難経路の安全
確保を促進するため、安全基準を満たさないブロック
塀の除却を行う費用の一部を補助します。
※申請前に補助対象となる物件であるか、町職員が事
前調査を実施しますのでお気軽にご相談ください。

●対象
次のすべての要件を満たすブロック塀、石積塀、
レンガ塀等
①金山町内の災害時避難路（国道、県道、町道、
通学路等）に面しているもの
②道路面からの高さが100㎝以上のもの（基礎、
擁壁等の高さを含む）
③塀自体の高さが60㎝以上のもの
④鉄筋、控壁、基礎などが建築基準法上の基準を
満たしていないもの

金山町危険ブロック塀等除却費用補助金について
～危険なブロック塀等の除却を支援します～

問 役場環境整備課　建設・景観係　
　 ☎ 52－2111（内線275）

③塀自体の高さが
　60㎝以上

②道路面からの高さが
　100㎝以上

①道路に面している

●補助経費　　調査の結果、危険ブロック塀等であると判定されたブロック塀等の除却工事・廃棄
物処理に要する費用（ただし金山町内の業者へ依頼する除却工事に限る）

●補 助 率　　上記費用の２／３を補助。補助限度額は12万円又は撤去するブロック塀等の長さ
１m当り２万円のいずれか少額である方

●申込期限　　令和４年11月30日まで

問 役場環境整備課　建設・景観係　
　 ☎ 52－2111（内線275）木造住宅の耐震診断をしてみませんか？

※「図面」とは、当該住宅の建築当時の建築図面（窓開口部位置及び内外壁の位置、室名や面積規模が
　わかるもの）を指し、かつ建築士や施工者（工務店、大工等）が作成した図書をいいます。
※対象となる住宅は、木造２階建て・延べ床面積200㎡程度の専用住宅または、併用住宅とします。
　延べ床面積200㎡を大幅に超過する場合または、築形状や経年の増改築等で診断業務が複雑になる
　場合は別途費用が生じる場合があります。

●対象住宅（町内にある住宅）
①昭和56年５月31日以前に着工された戸建住宅
②在来軸組工法による木造平屋建て又は木造２階建て
住宅　※高床式（基礎高1.5ｍ以上）住宅は対象外
③過去にこの要綱に基づく耐震診断及び耐震改修計画
の作成を行っていない住宅

少ない費用負担で木造住宅耐震診断士の診断が受けられます。また、耐震改修のための補強計画を作成
することも出来ます。さらに、耐震診断の結果に基づき耐震改修を行う場合には、住宅リフォーム総合
支援事業による補助の対象になります。

図面がない場合

図面がある場合

耐震診断＋補強計画作成（工事費算出含む）　　　184,800円
耐震診断＋補強方針作成（工事費算出含まない）　150,700円
耐震診断＋補強計画作成（工事費算出含む）　　　150,700円
耐震診断＋補強方針作成（工事費算出含まない）　116,600円

18,480円
15,070円
15,070円
11,660円

自己負担額
（1/10）

診断内容及び診断士派遣費用
（いずれも下記派遣費用の9/10を助成）

●助成金額

●申請期限
　令和４年11月30日まで

地震による被害を最小限
にするために、ぜひこの
機会を活用ください！


